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我が国の医療費の現状 

～医療を巡る問題を考える（１）～ 

 

調査情報担当室 大谷 敏彰 

 

 
 我が国では、昭和 36 年に医療・年金に関して国民皆保険・皆年金の体制が整

ってからおよそ半世紀が経過した。この間、社会情勢は大きく変動し、現在未

曽有の少子高齢社会を迎えている。これに伴って、我が国の社会保障制度の根

幹をなす年金・医療・介護等の社会保険についても様々な問題を内包すること

になった。 

医療に関しては、医療費の増大、高齢者と若年者の医療費格差、医療保険の

保険者財政の逼迫などの費用面の課題のほか、高齢者医療制度の在り方等をは

じめとする制度改革も待ち受けている。 

 本稿は、今後の医療を巡る様々な課題を考えていくため、我が国の医療費の

現状について総論的に概括することを目的としたものであり、個々の課題等の

各論は次回以降に譲ることとする。 

 

１．医療費の現状 

１－１．医療費の統計 

 医療費に関する統計は、厚生労働省（以下「厚労省」という。）をはじめとし
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て、保険者や診療報酬審査支払機関等からも様々なものが公表されている。そ

の中で、我が国の医療費全般を論じる際に通例用いられているのが、厚労省統

計情報部が毎年公表している「国民医療費」である。厚労省から公表されてい

る包括的な医療費統計には、同省保険局から出されている「医療費の動向」も

あり、総額的な医療費を把握する際の速報性1の観点からは優位性がある。しか

し、詳細な内容構成の違いやデータ範囲の広さなどから国民医療費の方が一般

的には重用されており、議論の俎上に上がることも多い。したがって、本稿に

おいては、基本的に国民医療費により医療費の現状について概観することにす

る。 

ちなみに、図表１は、国民医療費と医療費の動向に掲載されている「概算医

療費2」の推移である。平成 17 年度以降についてみると、国民医療費の方が概

ね 0.7 兆円程度、概算医療費よりも大きな額で推移している。これにより、公

表されていない年度の国民医療費のおおよその総額が推測できるという利点も

ある。 

  

 

また、一方、我が国の医療費として対外的に公表されている医療費、例えば、

ＯＥＣＤ Health Data に掲載されている医療費は、国民医療費を含めた、より

広範なデータにより別種の統計が作成されている。これについては「４．医療

費の国際比較と医療費統計に関する議論」で後述する。 

                         
1 公表時期は、国民医療費の２年度遅れに対し、医療費の動向は１年度遅れとなっている。国

民医療費の公表時期の遅さについては、かねてより指摘されることが多いが、使用する基礎的

統計が確定した後に作成するため、公表までに日時を要している。医療費の動向は平成 24 年

８月下旬に 23 年度について公表された。一方、「平成 22 年度 国民医療費の概況」は同年９

月下旬に公表された。 
2 概算医療費とは、診療報酬の審査支払機関である社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保

険団体連合会で処理される診療報酬等の計数をもとに算定された医療費である。 

（兆円）

 平　成
17年度

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

（Ａ）国民医療費 33.1 33.1 34.1 34.8 36.0 37.4 ―

（Ｂ）概算医療費 32.4 32.4 33.4 34.1 35.3 36.6 37.8

（Ａ）－（Ｂ） 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 ―

図表１　国民医療費と概算医療費の推移

（出所）「平成22年度　国民医療費」及び「医療費の動向」各年度版より作成
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１－２．国民医療費の特色 

国民医療費という医療費統計は、一般的に考え得る医療費を網羅的に含むも

のではなく、範囲を限定した上で作成されたものである。定義的に言えば、「国

民医療費3とは、医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要

した費用を推計したもの」であり、具体的には、「医療保険制度等による給付、

後期高齢者医療制度や公費負担医療制度による給付、これに伴う患者の一部負

担などによって支払われた医療費を合算したもの」である。 

したがって、国民医療費には「保険診療の対象とならない先進医療、選定療

養や不妊治療における生殖補助医療」などの費用は含まれないし、傷病の治療

に限定しているため、「正常な妊娠・分娩に要する費用や健康診断・予防接種等

に係る費用」なども含まない。また、具体的な費用の算定に当たっては、各種

の基礎的な統計資料等から推計した加工統計であることに特徴がある。昭和 29

年度の国民医療費が公表されてから、毎年継続的に公表されており、半世紀以

上の歴史を有している。 

 

１－３．国民医療費の現状 

 図表２及び図表３のとおり、平成 22 年度の国民医療費は 37 兆 4,202 億円、

前年度に比べ１兆 4,135 億円、3.9％の増加となった。人口一人当たりでは 29

万 2,200 円、前年度に比べ 9,800 円、3.5％増加した。また、対ＧＤＰ（国内総

生産）比では 7.81％（前年度 7.60％）、対ＮＩ（国民所得）比は 10.71％（前

年度 10.51％）となった。年度によって多少の上下はあるにしても国民医療費

の対ＧＤＰ比、対ＮＩ比ともに徐々に拡大しており、対ＮＩ比は平成 21 年度に

引き続いて 10％を超えた4。 

統計が公表された初年度の昭和 29 年度における国民医療費の額は、2,152 億

円であったので、22 年度までの 50 数年間で名目値で約 150 倍に拡大したこと

になる。一方、同期間におけるＧＤＰやＮＩは名目値でおよそ 50 倍程度の拡大

であるので、国民医療費がこの間、いかに大きく伸びたかが分かる。 

図表３により、その推移をみると昭和30年代後半から50年代初めにかけて、 

特に大きな伸びを示している。国民皆保険が達成された昭和 36 年度は、前年度

比で 25％超の高い伸びを示した。その後、昭和 38・39 年の両年度においても

                         
3 国民医療費の詳細については、『「平成 21 年度 国民医療費」厚生労働省大臣官房統計情報部

編」』（平成 24 年１月 厚生労働統計協会）及び「平成 22 年度 国民医療費の概況」（厚生労

働省大臣官房統計情報部）による。 
4 図表を含め、本稿の国民医療費、ＧＤＰ及びＮＩの数値は名目値である。 
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前年度比で 20％を超えている。それ以降、昭和 46 年度を除き 53 年度まで前年

度比で 10％を超えており、20％超えも複数年度にわたっている。その中でも、

昭和 49 年度は前年度比で 36.2％増という過去最大の伸びを示した。 

 

図表２ 国民医療費等の推移 

 

（出所）「平成 22 年度 国民医療費」より作成 

 

 この時期に医療費が増大した背景には、いくつかの要因がある。まず、医療

保険の整備により国民皆保険が達成され、国民が医療機関に受診しやすくなっ

たことが挙げられる。特に昭和 30 年代後半の医療費増大は、この理由によると

ころが大きいと思われる。言ってみれば、利用環境の整備に伴う利用者の拡大

がもたらした結果といえる。それに加えて、昭和 30 年代から 40 年代が経済の

高度成長期であったことも関係している。国民所得の上昇、物価の高騰を反映

した診療報酬等の引上げが招いた結果といえる。また、医療機器・医療技術の

高度化、さらに、給付の拡大を伴う医療施策（保険給付率の引上げ、老人医療 

 

 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

30 35 40 45 50 55 60 1 5 10 15 20 22

（億円）
（％）

昭和・平成（年度）

国民医療費

対ＧＤＰ比

対ＮＩ比



経済のプリズム No105 2012.11 25

 

図表３　国民医療費と国内総生産（ＧＤＰ）・国民所得（ＮＩ）の年次推移

対ＧＤＰ比 対ＮＩ比 ＧＤＰ 対前年 ＮＩ 対前年
年度 総 額 1人当たり 増減 増減

（億円） （千円） (億円) (％) (％) (％) (億円) （％） (億円) （％）

昭和29 2,152 2.4  

30 2,388 2.7 236 11.0 2.78 3.42 85,979 69,733
31 2,583 2.9 195 8.2 2.68 3.27 96,477 12.2 78,963 13.2
32 2,897 3.2 314 12.2 2.62 3.27 110,641 14.7 88,681 12.3
33 3,230 3.5 333 11.5 2.73 3.44 118,451 7.1 93,829 5.8
34 3,625 3.9 395 12.2 2.61 3.28 138,970 17.3 110,421 17.7

35 4,095 4.4 470 13.0 2.45 3.03 166,806 20.0 134,967 22.2
36 5,130 5.4 1,035 25.3 2.54 3.19 201,708 20.9 160,819 19.2
37 6,132 6.4 1,002 19.5 2.75 3.43 223,288 10.7 178,933 11.3
38 7,541 7.8 1,409 23.0 2.88 3.57 262,286 17.5 210,993 17.9
39 9,389 9.7 1,848 24.5 3.09 3.90 303,997 15.9 240,514 14.0

40 11,224 11.4 1,835 19.5 3.32 4.18 337,653 11.1 268,270 11.5
41 13,002 13.1 1,778 15.8 3.28 4.11 396,989 17.6 316,448 18.0
42 15,116 15.1 2,114 16.3 3.25 4.03 464,454 17.0 375,476 18.7
43 18,016 17.8 2,900 19.2 3.28 4.12 549,470 18.3 437,209 16.4
44 20,780 20.3 2,764 15.3 3.19 3.99 650,614 18.4 521,178 19.2

45 24,962 24.1 4,182 20.1 3.32 4.09 752,985 15.7 610,297 17.1
46 27,250 25.9 2,288 9.2 3.29 4.13 828,989 10.1 659,105 8.0
47 33,994 31.6 6,744 24.7 3.52 4.36 964,863 16.4 779,369 18.2
48 39,496 36.2 5,502 16.2 3.38 4.12 1,167,150 21.0 958,396 23.0
49 53,786 48.6 14,290 36.2 3.88 4.78 1,384,511 18.6 1,124,716 17.4

50 64,779 57.9 10,993 20.4 4.25 5.22 1,523,616 10.0 1,239,907 10.2
51 76,684 67.8 11,905 18.4 4.48 5.46 1,712,934 12.4 1,403,972 13.2
52 85,686 75.1 9,002 11.7 4.51 5.50 1,900,945 11.0 1,557,032 10.9
53 100,042 86.9 14,356 16.8 4.80 5.82 2,086,022 9.7 1,717,785 10.3
54 109,510 94.3 9,468 9.5 4.86 6.01 2,252,372 8.0 1,822,066 6.1

55 119,805 102.3 10,295 9.4 4.82 5.88 2,483,769 10.3 2,038,787 11.9
56 128,709 109.2 8,904 7.4 4.86 6.08 2,761,628 6.5 2,116,151 3.8
57 138,659 116.8 9,950 7.7 5.02 6.30 2,761,628 4.4 2,201,314 4.0
58 145,438 121.7 6,779 4.9 5.04 6.29 2,887,727 4.6 2,312,900 5.1
59 150,932 125.5 5,494 3.8 4.90 6.21 3,082,384 6.7 2,431,172 5.1

60 160,159 132.3 9,227 6.1 4.85 6.15 3,303,968 7.2 2,605,599 7.2
61 170,690 140.3 10,531 6.6 4.99 6.37 3,422,664 3.6 2,679,415 2.8
62 180,759 147.8 10,069 5.9 4.99 6.43 3,622,967 5.9 2,810,998 4.9
63 187,554 152.8 6,795 3.8 4.84 6.20 3,876,856 7.0 3,027,101 7.7

平成元 197,290 160.1 9,736 5.2 4.74 6.15 4,158,852 7.3 3,208,020 6.0

2 206,074 166.7 8,784 4.5 4.56 5.94 4,516,830 8.6 3,468,929 8.1
3 218,260 176.0 12,186 5.9 4.61 5.92 4,736,076 4.9 3,689,316 6.4
4 234,784 188.7 16,524 7.6 4.86 6.41 4,832,556 2.0 3,660,072 △ 0.8 
5 243,631 195.3 8,847 3.8 5.05 6.67 4,826,076 △ 0.1 3,653,760 △ 0.2 
6 257,908 206.3 14,277 5.9 5.27 6.97 4,893,788 1.4 3,700,109 1.3

7 269,577 214.7 11,669 4.5 5.42 7.31 4,977,400 1.7 3,689,367 △ 0.3 
8 284,542 226.1 14,965 5.6 5.59 7.48 5,090,958 2.3 3,801,609 3.0
9 289,149 229.2 4,607 1.6 5.63 7.56 5,136,129 0.9 3,822,945 0.6
10 295,823 233.9 6,674 2.3 5.88 8.02 5,033,241 △ 2.0 3,689,757 △ 3.5 
11 307,019 242.3 11,196 3.8 6.15 8.43 4,995,442 △ 0.8 3,643,409 △ 1.3 

12 301,418 237.5 △5,601 △1.8 5.98 8.11 5,041,188 0.9 3,718,039 2.0
13 310,998 244.3 9,580 3.2 6.20 8.48 5,017,106 △0.5 3,667,838 △1.4

14 309,507 242.9 △1,491 △0.5 6.21 8.51 4,980,088 △0.7 3,638,901 △ 0.8 
15 315,375 247.1 5,868 1.9 6.28 8.57 5,018,891 0.8 3,681,009 1.2
16 321,111 251.5 5,736 1.8 6.39 8.68 5,027,608 0.2 3,700,883 0.5

17 331,289 259.3 10,178 3.2 6.56 8.86 5,053,494 0.5 3,740,848 1.1
18 331,276 259.3 △13 △0.0 6.51 8.76 5,091,063 0.7 3,781,051 1.1
19 341,360 267.2 10,084 3.0 6.65 8.96 5,130,233 0.8 3,810,615 0.8
20 348,084 272.6 6,724 2.0 7.11 9.81 4,895,201 △ 4.6 3,547,672 △ 6.9 
21 360,067 282.4 11,983 3.4 7.60 10.51 4,738,592 △ 3.2 3,425,189 △ 3.5 

22 374,202 292.2 14,135 3.9 7.81 10.71 4,792,046 1.1 3,492,777 2.0
（注１） 平成12年４月から介護保険制度が開始され、従来国民医療費の対象となっていた費用のうち介護保険
    　 の費用に移行したものがある。
（注２） GDP及びNIは、比較・一覧のため体系基準年の異なる計数を便宜上繋げて掲載している。
（出所）「平成22年度　国民医療費」統計表を一部加工

対前年増減（総額）国民医療費
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費無料化5等）が実施されたことも医療費増大の大きな要因であったと考えられ

る。 

その後、昭和 54 年度以降の国民医療費は、前年度比で 10％未満の拡大とな

り、それまでと比べればやや低く推移することとなった。これは、国民医療費

の高騰や国の財政事情6が厳しくなったこと等を背景に、医療費を抑制7する方

向に舵が切られたことによる。 

さらに、平成に入ってからは、一段と低い伸びが続いており、平成９年度以

降は前年度比で５％未満の伸びに抑制されている。その中でも、平成 12 年度、

14 年度、18 年度は、前年度比でマイナスを示すまでになった。特に、平成 12

年度は前年度比で 5,000 億円を超える大きな減額となったが、この背景には、

同年４月から介護保険制度が施行されたことに伴って、従来国民医療費の対象

となっていた費用のうち介護保険の方へ移行したものがあり、その費用分が国

民医療費から落ちたことによる影響が大きいとみられている。 

 

１－４．財源別国民医療費 

 次に、図表４は、国民医療費を公費、保険料、患者負担等の財源別にみたも

のである。平成22年度については、公費分は14兆2,562億円（構成割合38.1％）、

保険料分は18兆1,319億円（同48.5％）、患者負担分は４兆7,573億円（同12.7％）

となっている。 

 図表５により、平成以降における財源別の構成割合の推移を見てみると、公

費負担は 30％台前半から後半へと高まっており、保険料負担は 50％台半ばから

40％台後半へと落ちている。患者負担については、12％台から 14％台の間で推

移しており、若干の上下の動きは見られるが、ほぼ横ばいの状態にある。 

公費負担ついては、国庫負担は 23、24％台が 25％台後半へと微増であるが、

地方負担は６％台から 12％台へと顕著に増加している。公費負担が全般的に増

加している背景には、財政力が弱いといわれる国民健康保険（国保）や全国健

康保険協会（協会けんぽ）に対する負担8が増えていることや、公費負担の大き

い高齢者医療の対象者が拡大していることによると考えられ、今後この傾向は

                         
5 老人医療費無料化は、国の施策としては昭和 48 年に実施されたが、その後の医療費の急激な

拡大をもたらすきっかけとなった。 
6 税収の落ち込みと財政支出の拡大を背景に、昭和 50 年度補正予算で 40 年度以来 10 年ぶりに

赤字国債が発行された。 
7 昭和 50 年代の医療費抑制策は、被保険者の一部負担引上げ（55 年健保法改正）、老人保健法

制定（57 年、受診時一部負担等）、被保険者の定率負担導入（59 年健保法改正）などがある。 
8 国保への保険者支援制度の創設や協会けんぽに対する国庫補助の引上げ等などがある。 
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一層強まることが予測される。 

 

   

 

 

１－５．年齢階級別国民医療費 

 図表６は、年齢階級別にみた国民医療費である。平成 22 年度は全体で 37.4

兆円のうち、65 歳未満がおよそ 16．7 兆円（構成比約 45％）、65 歳以上が約 20.7

推計額 構成割合

（億円）  （％） 

374,202 100.0

142,562 38.1

国　　   　    庫 97,037 25.9

地 　　       方 45,525 12.2

181,319 48.5

事     業     主 75,380 20.1

被   保   険   者 105,939 28.3

47,573 12.7

2,749 0.7

（出所）「平成22年度　国民医療費」統計表を一部加工

そ　 　　の　 　　他

（注）その他は、原因者負担（公害健康被害の補償等に関する法律による補償給付
及び健康被害救済制度による救済給付）

図表４　財源別国民医療費

財　　　　源

国   民   医   療   費 

公                費

保       険       料

患　　者　　負　　担

平成22年度

（％）

年　度

国　庫 地　方 事業主 被保険者

平成元年 (1989) 31.4 24.7 6.7 56.1 24.0 32.1 12.3

5 (1993) 30.7 23.7 7.0 57.5 25.0 32.5 11.6

10 (1998) 33.4 24.6 8.7 53.3 22.9 30.5 13.2

12 (2000) 33.2 24.7 8.5 53.4 22.7 30.7 13.4

15 (2003) 35.1 25.7 9.4 50.0 20.9 29.1 14.8

16 (2004) 35.9 26.2 9.7 49.7 20.6 29.1 14.4

17 (2005) 36.6 25.2 11.4 49.0 20.3 28.7 14.4

18 (2006) 36.8 24.9 11.9 48.8 20.1 28.8 14.4

19 (2007) 36.8 24.8 12.0 49.0 20.2 28.8 14.1

20 (2008) 37.1 25.1 12.0 48.8 20.4 28.3 14.1

21 (2009) 37.5 25.3 12.1 48.6 20.3 28.3 13.9

22（2010） 38.1 25.9 12.2 48.5 20.1 28.3 12.7

 (注）「平成22年度　国民医療費」より作成

図表５　財源別国民医療費の構成割合の推移

公　　　　費 保  険  料
患者負担
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兆円（同 55％）となっている。人口構成9は、65 歳未満が約 77％、65 歳以上が

23％であるので、人口で４分の１に満たない 65 歳以上の高齢者の医療費が、金

額では全体の半分以上を占めていることになる。 

１人当たり医療費は 65 歳未満が 16．9 万円であるのに対し、65 歳以上は 70.3

万円であり、若年者と高齢者では４倍強の格差が生じている 。さらに細かい年

齢区分でみると、１人当たり医療費が最も低いのは 15～44 歳で 10.6 万円、一

方、最も高いのが 75 歳以上の後期高齢者で 87.9 万円となっており、その格差

は８倍以上という非常に大きなものとなっている。高齢者は若年者と比較して

医療機関を受診する機会が多く、いったん疾病に罹患すると治癒までの期間も 

 

 

                         
9 人口構成は、総務省統計局推計による。 

平成13
年度

(2001)

14
(2002)

15
(2003)

16
(2004)

17
(2005)

18
(2006)

19
(2007)

20
(2008)

21
(2009)

22
(2010)

310,998 309,507 315,375 321,111 331,289 331,276 341,360 348,084 360,067 374,202

医療費（億円） 156,964 156,877 155,832 155,705 159,039 155,752 158,378 158,085 160,587 167,027

対前年度増減(億円) 1,188 △87 △1,045 △127 3,334 △3,287 2,626 △293 2,502 6,440

同(％) 0.8 △0.1 △0.7 △0.1 2.1 △2.1 1.7 △0.2 1.6 4.0

構成割合(％) 50.5 49.7 49.4 48.5 48.0 47.0 46.4 45.4 44.6 44.6

1人当たり(千円) 150.3 151.1 151.6 151.4 155.9 154.0 157.9 158.9 163.0 169.4

医療費（億円） 20,625 20,531 20,197 20,055 21,948 21,070 21,986 22,326 22,595 24,176

対前年度増減(億円) △181 △94 △334 △142 1,893 △878 916 340 269 1,581

同(％) △0.9 △0.5 △1.6 △0.7 9.4 △4.0 4.3 1.5 1.2 7.0

構成割合(％) 6.6 6.6 6.4 6.2 6.6 6.4 6.4 6.4 6.3 6.5

1人当たり(千円) 112.8 113.4 112.8 113.1 124.8 120.9 127.1 130.0 132.8 143.6

医療費（億円） 48,486 50,311 48505 48502 49,477 46,324 48,212 48,362 48,951 49,959

対前年度増減(億円) △188 1,825 △1,806 △3 975 △3,153 1,888 150 589 1,008

同(％) △0.4 3.8 △3.4 △0.0 2.0 △6.4 4.1 0.3 1.2 2.1

構成割合(％) 15.6 16.3 15.4 15.1 14.9 14.0 14.1 13.9 13.6 13.4

1人当たり(千円) 96.3 100.2 97.0 97.7 101.0 95.2 99.8 101.0 103.3 106.1

医療費（億円） 87,853 86,035 87,130 87,148 87,614 88,358 88,180 87,397 89,042 92,891

対前年度増減(億円) 1,557 △1,818 1,095 18 466 744 △178 △783 1,645 3,849

同(％) 1.8 △2.1 1.3 0.0 0.5 0.8 △0.2 △0.9 1.9 4.3

構成割合(％) 28.2 27.8 27.6 27.1 26.4 26.7 25.8 25.1 24.7 24.8

1人当たり(千円) 245.5 242.2 246.0 245.9 247.1 251.9 254.2 254.1 261.0 268.2

医療費（億円） 154,034 152,631 159,542 165,404 172,250 175,523 182,982 189,999 199,479 207,176

対前年度増減(億円) 8,394 △1,403 6,911 5,862 6,846 3,273 7,459 7,017 9,480 7,697

同(％) 5.8 △0.9 4.5 3.7 4.1 1.9 4.2 3.8 5.0 3.9

構成割合(％) 49.5 49.3 50.6 51.5 52.0 53.0 53.6 54.6 55.4 55.4

1人当たり(千円) 673.6 645.9 656.2 664.9 668.6 659.8 666.3 673.4 687.7 702.7

医療費（億円） 119,393 119,106 125,255 132,450 139,395 141,088 148,077 153,325 160,500 168,603

対前年度増減(億円) 6,615 △287 6,149 7,195 6,945 1,693 6,989 5,248 7,175 8,103

同(％) 5.9 △0.2 5.2 5.7 5.2 1.2 5.0 3.5 4.7 5.0

構成割合(％) 38.4 38.5 39.7 41.2 42.1 42.6 43.4 44.0 44.6 45.1

1人当たり(千円) 765.8 732.7 740.8 755.4 761.7 743.4 754.5 760 778.3 794.9

医療費（億円） 81,858 82,181 86,154 91,897 97,520 100,000 105,479 109,711 117,335 124,685

対前年度増減(億円) 6,327 323 3,973 5,743 5,623 2,480 5,479 4,232 7,624 7,350

75歳以上 同(％) 8.4 0.4 4.8 6.7 6.1 2.5 5.5 4.0 6.9 6.3

構成割合(％) 26.3 26.6 27.3 28.6 29.4 30.2 30.9 31.5 32.6 33.3

1人当たり(千円) 858.9 818.2 816.8 830.3 837.8 822.0 830.3 830.1 855.8 878.5

(注１)平成12年４月から介護保険制度が施行されたことに伴い、従来国民医療費の対象となっていた費用のうち、介護保険の費用に移行

　　したものがあるが、これらは、平成12年度以降、国民医療費に含まれていない。

(出所)「平成22年度　国民医療費」統計表を一部加工

65歳以上

70歳以上

図表６　年齢階級別国民医療費、構成割合及び人口１人当たり国民医療費等の年次推移

65歳未満

0～14歳

医療費・総額（億円）

15～44歳

45～64歳
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長くなりがちなので、自ずと医療費が高くなる傾向にあることは理解できると

ころであるが、８倍以上という格差は大き過ぎると言わざるを得ない。 

図表７は、最近 10 年間の年齢階級別国民医療費の平均伸び率を示したもので

ある。全体の平均伸び率は 2.1％に対し、65 歳未満は 0.7％、65 歳以上は 3.3％

と、ここでも世代格差が明確になっている。また、図表８は 10 年間で国民医療

費がどの程度拡大したかを示したものであるが、70 歳以上は 1.4 倍、75 歳以上

は 1.6 倍となっており、他の年齢層に比べ飛び抜けている。このように、高齢

者と若年者の医療費の大きな格差は医療を巡る主要課題の一つとなっている。 

 

 

 

       図表８ 年齢階級別国民医療費の伸び 

      

      （出所）「平成 22 年度 国民医療費」より作成 

 

(％)

75歳以上

平均伸び率 2.1 0.7 1.8 0.3 0.6 3.3 3.9 4.8

（出所）「平成22年度　国民医療費」より作成

　65　歳　未　満 　65　歳　以　上

図表７　　年齢階級別国民医療費の平均伸び率(平成13年度～22年度）

年齢階級 全　体

0～14歳 15～44歳 45～64歳
　70歳以上

0.900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

（注）平成13年度を1.000とした場合の倍率。

全体

65歳未満

0～14歳

15～44歳

45～64歳

65歳以上

70歳以上

75歳以上
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２．国民医療費の増加要因 

 国民医療費の近年の推移からみても、人口の高齢化が医療費を増大させる要

因であることは明らかであるが、高齢化以外に医療費を高める要因は何であろ

うか。これについては、国民医療費の参考資料として「国民医療費増減率の要

因別内訳の年次推移」が示されている。 

図表９のように、「人口の高齢化」要因のほかに、「診療報酬改定及び薬価基 

準改正による影響」、「人口増」、「その他10」と要因を分類し、都合４つの要因

が医療費の増加率の中で占める内訳を明示している。例えば平成 22 年度につ 

 

 

                         
10「その他」については、参考資料の中に具体的な説明はないが、「医療の高度化等の自然増」

などが含まれる。  

（単位：％）

区　　分 診療報酬
改定等

人口増
人口の
高齢化

その他

平成元年度(1989) 5.2 0.76 0.4 1.3 2.7

２ (1990) 4.5 1.0 0.3 1.6 1.5

３ (1991) 5.9 － 0.3 1.5 4.0

４ (1992) 7.6 2.5 0.3 1.6 3.0

５ (1993) 3.8 0.0 0.3 1.5 2.0

６ (1994) 5.9 1.95 0.2 1.5 2.1

７ (1995) 4.5 0.75 0.4 1.6 1.7

８ (1996) 5.6 0.8 0.2 1.7 2.8

９ (1997) 1.6 0.38 0.2 1.7 △0.7

10 (1998) 2.3 △1.3 0.3 1.6 1.7

11 (1999) 3.8 － 0.2 1.7 1.8

12 (2000) △1.8 0.2 0.2 1.7 △4.0

13 (2001) 3.2 － 0.3 1.6 1.3

14 (2002) △0.5 △2.7 0.1 1.7 0.4

15 (2003) 1.9 － 0.1 1.6 0.2

16 (2004) 1.8 △1.0 0.1 1.5 1.2

17 (2005) 3.2 － 0.1 1.8 1.3

18 (2006) △0.0 △3.16 0.0 1.3 1.8

19 (2007) 3.0 － 0.0 1.5 1.5

20 (2008) 2.0 △0.82 △0.1 1.3 1.5

21（2009） 3.4 － △0.1 1.4 2.2

22（2010） 3.9 0.19 0.0 1.6 2.1

　　　示す。

（出所）「平成22年度　国民医療費」

要　  　因
増減率

 図表９　国民医療費増減率の要因別内訳の年次推移

（注）「診療報酬改定等」は「診療報酬改定及び薬価基準改正による影響」を
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いては、前年度比で 3.9％増のうち、「診療報酬改定及び薬価基準改正による影

響」要因が 0.19％増、「人口増」要因が 0.0％、「人口の高齢化」要因が 1.6％

増、「その他」要因が 2.1％増となっている。「人口増」要因が 0.0％というのは、

我が国が人口減少社会へ向かう中で、当年度の医療費増減について影響を与え

なかったということである。 

個々の要因の具体的な増減額は明示されていないが、この表から読み取れる

ことを列挙すれば次のようになる。① 平成 11 年度以降、診療報酬の改定が隔 

年ごとに行われているが、改定のない年度においては、概ね３％以上の医療費

の上昇がみられる11。② 平成 10 年度以降の診療報酬等の改定は、12 年度及び

22 年度を除いてマイナス改定であるが、この場合は前年度比で増加率が抑えら

れており、医療費抑制効果が明らかに認められる。③ここ 10 年程度で見ると、

対前年で増加している場合でも３％前後と低く推移しており、前年度比マイナ

スという年度も３か年度ある。その一方で、「人口の高齢化」要因による増加率

はコンスタントに１％台半ばで推移しており、全体的に医療費が抑制される中

で高齢化要因のウェイトが増している。④ 少子高齢・人口減少社会へ向う中で、

「人口増」要因は増減率に影響をほとんど与えないまでに低下してきている。

⑤「その他」要因については、年度によりかなりバラつきがあるが、ここ数年

の傾向では増加要因の半分程度は「その他」要因によるといえる。さらに最近

の２か年度については、「その他」要因が人口高齢化以上の医療費増加要因とな

っている。 

 医療費の増大について対策等を検討する場合には、「人口高齢化」要因ととも

に「その他」要因に含まれる医療の高度化等による増嵩についても、十分考慮

に置くことが重要であることを示している。 

 

３．国民医療費の将来見通し 

 図表 10 は、厚労省がこれまで公表してきた医療費の将来見通しの中で、2025

（平成 37）年度の医療費についての見通しを一覧表にしたものである。同じ年

度についての数値であるが、推計時期によって隔たりが大きく、最近になるに

つれて医療費の数値が小さくなっており、平成 22 年 10 月の額は平成６年３月

の 40％弱の額になっている。 

 このような厚労省の推計については、かねてから国会においてもその手法等

について議論がなされ、また一方で、研究者からも問題点が指摘されている。 

                         
11 平成 15 年度については、1.9％増とやや低い数値となっている。 
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厚労省の将来見通しは、図表11のチャートで示した手法で算定されてきた12。 

具体的には、最初に推計する将来時点の加入者データを作成し、次に、将来の

１人当たり医療費を推計した上で、両者を掛け合わせて医療費の将来見通しの

数値を出している。 

将来時点の加入者データの作成には、国立社会保障・人口問題研究所の「将 

来推計人口」の中位推計を基本とし、人口高齢化の変化等を加味している。こ

れに掛け合わせる医療費の算定については、足元の１人当たり医療費を初期値

として、それを将来の価格にするために延伸するのであるが、伸び率を算定す

るに当たっては、制度改革等がない自然体での伸び率を前提に計算するとして

いる。そのため、直近において制度改革等が行われた場合には、それがなかっ

た過去の時期にまで遡って、その分古いデータを用いて計算しているケースが

ある。 

例えば、図表 10 にあるように、平成 18 年１月公表時の数値を計算する際に

用いた１人当たり医療費の伸び率の算定期間は、平成７年度から 11 年度の平均

となっており、推計時期から数年から 10 年以上遡った古いデータである。国民

医療費は、概して過去の方が伸び率が高かったので、過去のデータを使うとど

うしても高い数値が出てしまう。その分、将来の推計値が過大に算定されてし

まうのである。 

このような厚労省の将来見通しに対する問題が、衆議院・参議院の関係委員 

                         
12 本節は、厚労省「医療費の将来見通しに関する検討会」議事録及び資料を主に参照した。 

平成６年３月 平成12年10月 平成18年１月 平成22年10月

141兆円 81兆円 65兆円 52兆円

対国民所得比
10 1/2～13 1/2～
14％

12 1/2％ 12.0～13.2％ ―

4.5% 3.1% 2.6% 1.5%

伸び率の算定期間
平成２～４年度の
平均

平成２～11年度の
平均

平成７～11年度の
平均

平成17～21年度の
平均

公表時期

1人当たり医療費の伸
び率(全体)

2025(平成37)年度の
国民医療費の見通し

　図表10　国民医療費の将来見通しの比較

(注)平成６年３月から平成18年１月までは「医療費の将来見通しに関する検討会」資料によ
る。また、平成22年10月は「高齢者医療制度改革会議」資料による。表中の「―」は、デー
タの記載がないことを示す。

(出所)「医療費の将来見通しに関する検討会」及び「高齢者医療制度改革会議」資料より作成
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図表 11 国民医療費の将来見通し算定手法 
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                    ↓              ← 
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          ↓ 

          ↓       ←   

          ↓ 

 

 

 

          ↓ 

 

 

 

  （出所）「医療費の将来見通しに関する検討会」資料を一部加工 

 

会13においても議論になったこと等もあり、厚労省は「医療費の将来見通しに

関する検討会14」を設置し、有識者から推計方法等についての意見の聴取等を

行った。 

検討会の結果については、『「医療費の将来見通しに関する検討会」議論の整

理』としてまとめられたが、結論として、これまで厚労省が公表してきた医療

                         
13 例えば、第 164 回国会参議院予算委員会会議録第 17 号 34 頁（平 18.３.27）。 
14 この検討会は、平成 18 年 12 月 27 日から 19 年７月 11 日まで都合５回開催された。 

医療保険加入者数 

（初期値） 

加入者数の将来見通し 

（人口高齢化の変化等を加味）

将来推計人口 

加入者の将来見通しデータ

１人当たり医療費（初期値） 

医療費の伸び率 

（過去の伸び率から設定） 
医療費の将来見通し 

（加入者数×１人当たり医療費）

医療費の将来見通しデータ 
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費の将来見通しについては、概ね妥当としている。その理由について、経済規

模との対比でみた場合ほぼ同じ結果となっていることを挙げている。その上で、

医療費の将来見通しは名目額で比較するのではなく、経済規模との対比で論ず

べきものとしている。 

これは、図表 10 で国民医療費について、推計時期にかかわらず、対国民所得

比で概ね 10％強を見込んでいることについて言及したものと考えられる。しか

し、この数値もあくまで推計として出されているものであるので、実際にどの

程度になるか不明であるし、また、10％強という水準自体についてもコンセン

サスがある訳ではない。このような点を勘案すれば、これをもって妥当と評価

することは、疑問なしとはし難いことである。 

 経済学者を始めとする研究者からは、厚労省の推計方法に対する疑問として、

１人当たりの名目医療費を過去の伸び率で単純に延伸しており、経済（経済成

長率や物価上昇率等）との関係を考慮に入れていないと指摘されている15。経

済状況の変化が診療報酬等の改定に影響を与えるので、医療費の将来推計を行

う際には、この点を勘案することが必要なことは、ある意味当然のこととも言

える。 

堀内(2011)は、医療費の将来見通しの算定手法については概ね一致しており、

基準年の医療費に将来推計人口を掛けることで算出され、違いが出るのは医療

費の伸び率の延伸方法による、としている。その延伸方法には大きく３通りの

考え方があり、①１人当たり経済成長率や賃金に連動させる方法、② ①に加え

て経済成長率を上回る単価の伸び(excess cost growth)を上乗せする方法、③

外生的に一定の伸び率を設定する方法、を掲げている。そして、欧州委員会は

①、ＯＥＣＤ等では②の方法を用いており、厚労省の手法は③の方法に当たる

と指摘している16。また、過去の推移をみると、我が国を含む多くの国におい

て、excess cost growth はプラスであったことが実証分析の結果からよく知ら

れている、と述べている。これが事実だとすれば、医療費の将来推計を行う際

には、経済の伸びプラスアルファを想定する必要があるということであろう。 

                         
15 例えば北浦(2009)347 頁。 
15 マクロ経済モデル（中期モデル）において、国民医療費の将来見通しを予測するための推計

式が実装されているので、ここで簡潔に紹介することとしたい。推計式は、名目ＧＤＰ（公的

需要と間接税を除く。）と 65 歳以上人口で構成されており、①の考え方に近いものになってい

る。2025 年度の国民医療費を標準予測で推計すると、おおよそ 47.7 兆円となる。同年度の名

目ＧＤＰの予測が約 508 兆円であるので、対ＧＤＰ比で 9.4％となる。2010 年度の国民医療費

は、実績で 37.4 兆円（対ＧＤＰ比 7.8％）であるので、2025 年度まで平均で約 1.6％の伸びを

示す計算となる。 
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４．医療費の国際比較と医療費統計に関する議論 

 図表 12 は、ＯＥＣＤ加盟国の医療費（総保健医療支出17）の対ＧＤＰ比を見

たものである。我が国は、2009 年においては対ＧＤＰ比で 9.5％であり、加盟 

国中第 19 位となっている。同年のＯＥＣＤの平均が 9.8％であるので、ＧＤＰ    

 

 

比でみた場合、我が国は平均を下回る水準にある。2001 年、2005 年の状況をみ

ても同様で、我が国はＯＥＣＤ加盟国の平均を下回っており、経済規模との比

較において、我が国の医療費は大きいとは言えないことになる。 

図表 12 のＯＥＣＤ Health Data で用いられている総保健医療支出とは、ど

                         
17 総保健医療支出：Total expenditure on health 

（％）

対GDＰ比 順位 対GDＰ比 順位 対GDＰ比 順位
米国 14.3 1 15.8 1 17.7 1

オランダ 8.3 15 9.8 8 11.9 2
ドイツ 10.5 3 10.8 4 11.7 3

フランス 10.2 4 11.2 3 11.7 4
デンマーク 9.1 9 9.8 9 11.5 5

カナダ 9.3 6 9.8 10 11.4 6
スイス 10.6 2 11.2 2 11.4 7

オーストリア 10.1 5 10.4 6 11.2 8
ポルトガル 9.3 8 10.4 5 10.8 9
ベルギー 8.3 14 10.1 7 10.7 10
ギリシャ 8.9 10 9.7 11 10.6 11

ニュージーランド 7.7 20 8.4 17 10.0 12
スウェーデン 8.9 11 9.1 13 9.9 13
アイルランド 6.7 27 7.6 26 9.9 14

イギリス 7.3 23 8.2 22 9.8 15
ノルウェー 8.8 12 9.0 14 9.8 16

アイスランド 9.3 7 9.4 12 9.6 17
スペイン 7.2 25 8.3 20 9.6 18

日本 7.8 19 8.2 23 9.5 19
イタリア 8.2 16 8.9 15 9.3 20

スロヴェニア 8.6 13 8.3 21 9.3 21
フィンランド 7.4 21 8.4 19 9.2 22

スロヴァキア 5.5 31 7.0 27 9.2 23
オーストラリア 8.1 17 8.4 16 9.1 24

チリ 6.8 26 6.9 29 8.4 25
チェコ 6.4 28 6.9 28 8.0 26

ルクセンブルク 7.4 22 7.9 24 7.9 27
イスラエル 8.0 18 7.8 25 7.9 28
ハンガリー 7.2 24 8.4 18 7.7 29
ポーランド 5.9 29 6.2 30 7.2 30
エストニア 4.9 4.9 5.0 34 7.0 31

韓国 5.1 33 5.7 32 6.9 32
メキシコ 5.5 30 5.9 31 6.4 33
トルコ 5.2 32 5.4 33 － －

ＯＥＣＤ平均 8.0 － 8.7 － 9.8 －

2001年 2005年 2009年

図表12　ＯＥＣＤ加盟国の総保健医療支出の対ＧＤＰ比及び順位

（注）ＯＥＣＤ Health Data及び医療経済研究機構資料より作成

区　　分
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のような統計であろうか。冒頭にも若干触れたが、我が国にとっては国民医療

費を含んだより広い概念で算定された医療費である。 

 ＯＥＣＤは 2000 年より国民保健計算（National Health Accounts：ＮＨＡ）

の国際基準として、A System of Health Accounts（ＳＨＡ）を発表し、加盟各

国への参加を呼びかけるとともに、2001 年の Health Data から、この基準に

沿った推計を行うことを求めた。我が国では、医療経済研究機構18において、

平成 12 年度よりＳＨＡに準拠した総保健医療支出の推計方法を開発し、その

手法を用いて総保健医療支出の推計が行われてきた。 

図表 13 のように、総保健医療支出においては、傷病の治療に要する医療費の

みならず、健康増進・疾病予防、健康管理あるいは医療保障の運営費、設備整

備費なども含める必要がある。具体的には、医療保険適用の医療サービスに加

え、医療保険が適用されない医療、リハビリ、看護サービス、一般薬、医療用

品、健康維持・増進サービス、公衆衛生サービス、保健医療の管理コストなど

が含まれる19。したがって、総保健医療支出は、医療保険制度の下での医療費

を推計した国民医療費を含め、さらに広範囲な医療関係費を集計したデータと

いうことになる。 

図表 14 は、我が国の総保健医療支出と国民医療費について、2000 年度から

2009 年度までの推移をみたものである。2009 年度においては、国民医療費約

36 兆円に対して、総保健医療支出は 44 兆５千億円余となっており、総保健医

療支出の方が８兆５千億円以上多くなっている。また、図表からわかるように

総保健医療支出は国民医療費の 1.2 倍強の額で推移している。 

このことは、国内向けと国外向けで、かなり金額的な差のあるデータでわが

国の医療費が論じられていることにもなる。 

これ関連して、公的統計の整備の観点から行われた医療費統計に関する議論 

について紹介しておきたい。 

平成 19 年に統計法が全面的に改正され、同法に基づく「公的統計の整備に関

する基本的な計画」が 21 年３月に閣議決定された。同計画は、「各府省がその

所掌に応じてそれぞれ作成している公的統計20の整備に関する施策を、政府一

体として総合的かつ計画的に推進するため、施策展開に当たっての基本的な考 

 

 

                         
18 正式には「一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構」という。 
19 医療経済研究機構「ＯＥＣＤのＳＨＡ手法に基づく総保健医療支出の推計 報告書」による。 
20 公的統計とは、行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等が作成する統計をいう。 
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図表 13 国民医療費及び総保健医療支出の範囲 

             

（出所）「厚生労働統計の整備に関する検討会」資料を一部加工 

 

2000 387,668 301,418 77.8 1.29
2001 394,631 310,998 78.8 1.27
2002 392,203 309,507 78.9 1.27
2003 398,489 315,375 79.1 1.26
2004 402,715 321,111 79.7 1.25
2005 412,289 331,289 80.4 1.24
2006 415,413 331,276 79.7 1.25
2007 422,152 341,360 80.9 1.24
2008 429,348 348,084 81.1 1.23
2009 445,736 360,067 80.8 1.24

図表14　総保健医療支出及び国民医療費の比較

Ａ/Ｂ（倍）

（出所）医療経済研究機構資料より作成

総保健医療支出
（億円）：Ａ

年度
国民医療費
（億円）：Ｂ

Ｂ/Ａ×100
（％）
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え方や取組の方向性とともに、平成 21 年度からの５年間に取り組む具体的な措

置（工程表）を示している」21と説明されている。 

 この計画中にある「公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」

において、「「医療費に関する統計の国際比較可能性の向上」を図る観点から、

保健医療等の分野全体の医療費をマクロでとらえる統計（ＯＥＣＤのＳＨＡ手

法に基づく保健医療支出推計）を公的統計として位置付けることについて検討

する」として、厚労省において平成 21 年度から検討を開始し、できるだけ早期

に結論を得るとされた。 

厚労省では、平成 22 年４月に学識経験者等からなる「医療費統計の整備に関

する検討会」を設け、都合３回22にわたり検討が行われ、23 年３月に検討会報

告書が提出された。この報告書は、ＯＥＣＤのＳＨＡ手法に基づく保健医療支

出推計を公的統計として位置付けることについて、明確な方向性を提示したと

いうわけではなく、学識経験者等からの指摘事項をまとめたものとなっている。

これを受けた厚労省の結論も別枠内のとおり、まずは国民医療費のデータ精度

の向上とＳＨＡの質の担保を図っていきたいとのことで、医療費統計の国際的

な比較可能性向上という観点からのＳＨＡの公的統計化は、時機尚早とのニュ

アンスが感じられるものとなっている。 

 

                         
21 総務省『「公的統計の整備に関する基本的な計画」について』（平成 21 年３月 13 日）による。 
22 平成 23 年３月に３回目が予定されていたが、東日本大震災の発生により持ち回り開催とな

った。 

医療費統計の整備に関する検討会

（指摘事項）　

（注）「平成23年度　統計法施行状況報告」（総務省　平成24年６月14日）より抜粋・加工

・国民医療費、ＳＨＡについては、まずこれらの重要性を社会に認識いただき、その地位が
高まって広く活用されることが重要である。

・ＳＨＡによる国際比較性を担保した上で、既存の統計を利用していくことが現実的な方向
性である。

・現時点においても様々な課題があり、どれか特定の面だけの観点から公的統計化を一義的
に考えるのではなく、新たなデータソースの活用可能性も含め、今後も継続して検討を進め
ることも必要である。

  厚生労働省としても、上記の指摘事項を踏まえ、別途、「厚生労働統計の整備に関する検
討会」においても検討をした結果、平成23年12月に、医療費に関する統計の国際比較可能性
の向上のためには、現時点で直ちに公的統計化するのではなく、その前にまず国民医療費を
はじめとした既存統計において、データ精度を向上させる等の充実を図ることにより、現在
作成されているＳＨＡの質の担保に貢献していくことが重要であるとの結論を得た。

・公的統計として位置付けることを検討する際には、ＳＨＡが民間機関の事業として作成さ
れている状況にあることを考慮する必要がある。ＳＨＡの作成を継続して精度の高い統計を
作成していくためには、作成主体が国であれ民間であれ、情報、経費及びマンパワーが必要
であり、何らかの形で国が関与していく体制を整備する必要がある。
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補論 医療費の実質化―医療費の価格指数（デフレーター）について 

 国民医療費に掲載されている数値は、価格指数によって実質化されたもので

はなく時価表示の名目値である。国民医療費を時系列的に比較し分析する場合、

医療費を価格指数で実質化した数値（実質値）を使うのが望ましいことは、岩

本23ら研究者からも指摘されてきた。しかし、医療費の価格指数については、

今日まで算定手法を始めとする作成方法等に関する状況は何ら進展していな

い。また、それに関する議論も、ごく一部にとどまっているのが実態である。 

 価格指数についての先行研究については、岩本(2000,2007)がまとめている。

岩本は、「名目医療費を実質化する価格指数については、国民医療費増加の要因

分析から得られるもの24に加え、『国民経済計算』（内閣府）、『消費者物価指数』

（総務省統計局）のなかの物価指数、さらに個別研究による代替的な価格指数

の推計（医療経済研究機構(1996)、藤野(1997))がある。」として、それぞれに

ついて概略的に説明した上で、価格指数としてどのようなものが適当かについ

ては、今後議論を深めていく必要があると結んでいる。 

 筆者は、上記によって得られる価格指数を国民医療費に適用するのは、必ず

しも適切なことではないと考えている。例えば、消費者物価指数の中に「保健

医療」とその内訳である「医薬品・健康保持用摂取品」、「保健医療用品・器具」、

「保健医療サービス」があるが、指数を算定するために用いられる品目が国民

医療費に含まれないものが多いということがある。また、医療経済研究機構や

藤野の価格指数の推計には、社会医療診療行為別調査が利用されているが、同

調査は、一時点での抽出調査であり、精度にも問題があるといわれており、全

般的な医療費の価格指数を求める際の基本資料とするにはふさわしくないと考

えられる。  

 筆者は、現在の仕組み・制度の中で国民医療費の価格指数を作成するには、

電子レセプト25を利用するのが肝要であろうと考えている。社会保険診療報酬

支払基金のデータでは、電子レセプトの普及率が平成 24 年２月の時点において

90.1％という高率に至っており、今後更に普及していくことは明らかである。

このような正確で網羅的なデータをよりどころとして、作成することが適切な

ことであろうと考えている。この点については、今後の検討課題としたい。 

 

                         
23 岩本(2000、2007)、北浦(2009)など。 
24 「国民医療費増減率の要因別内訳の年次推移」中の「診療報酬改定及び薬価基準改正による

影響」を指していると考えられる。 
25 医療機関から診療報酬審査支払機関に対する医療費の請求を、オンラインもしくは電子デー

タを格納したメディアを利用して行うことである。 
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